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第１ はじめに 

 

急速な少子化の進行とともに、家庭や地域を取り巻く環境が変化している中、社

会全体で子どもの育成に向けた対策に取り組んでいくことが求められています。 
 

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、

育成される社会を形成することを目的として、平成１５年７月に制定されました。 
国、地方公共団体及び企業は、法律の施行期間である平成１７年度から平成２６

年度までの１０年間において、法律に基づき、事業主の立場から雇用環境の整備を

集中的・計画的に推進することとなりました。 
 

  平成１７年度に、合併により誕生した匝瑳市では、平成１８年５月に、法律の施

行期間の前半である平成１８年度から平成２１年度までを計画期間とする「匝瑳市

特定事業主行動計画」を策定し、事業主の立場から出産・子育てを支援する働きや

すい職場環境の整備に取り組んで参りました。 
 

この度、前計画の成果や見直し等を踏まえ、法律の施行期間の後半期間である平

成２２年度から平成２６年度までを計画期間とする計画を策定いたしました。 
 

本計画を推進することにより、法律の趣旨である職員の仕事と子育てを両立でき

る勤務環境整備を図るとともに、職員の能力向上及び組織の活性化により市民サー

ビスの向上に努めて参ります。 

 

また、本計画の取り組みが、匝瑳市という一事業所にとどまらず、市内の多くの

事業所に拡がり、仕事と生活の調和した社会が実現することを願います。 

 

 

 

 

平成２２年９月１日 

 

匝 瑳 市 長   

匝 瑳 市 議 会 議 長   

匝 瑳 市 代 表 監 査 委 員   

匝 瑳 市 教 育 委 員 会            

匝 瑳 市 農 業 委 員 会   
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第２ 総論 

 

１ 計画の目標 

本計画は、「子育てしやすい勤務環境づくり」の実現を目標とします。 

 

  このため、匝瑳市が次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主としての 

立場から、職員が子育ての意義について理解を深め、仕事と生活の両立ができ 

る環境の整備に取り組むとともに、匝瑳市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

に定める企業の取組みを率先垂範します。 

 

 

 ２ 計画期間等 

平成１７年度  平成１８年度～平成２１年度   平成２２年度～平成２６年度 

 

 

  

 

 

・ 次世代育成支援対策推進法は、平成１７年度から平成２６年度までの時限法です。 

 

・ この法律では、地方公共団体の機関は、国の定める行動計画策定指針に即して、 

特定事業主行動計画を５年ごとに、５年を１期として策定するものとしています。 

（前半：平成１７年度～平成２１年度、後半：平成２２年度～平成２６年度） 

 

・ 本計画の計画期間は、法律の予定する後半期間と同様の平成２２年度から平成２ 

 ６年度までの５年間とします。 

参考 

「前計画」の計画期間⇒ 平成１８年度から平成２１年度までの４年間 

 

・ 数値指標は、平成２６年度の達成目標としていますが、社会情勢の変化等に応じて、 

計画内容や数値指標を随時、見直しを行うものとします。 

 

３ 実施状況の公表 

本計画の実施状況は、年度ごとに把握し、次世代育成支援対策推進法第１９条第５項

の規定により、公表します。 

         次世代育成支援対策推進法 

    前計画の計画期間     本計画の計画期間 
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第３ 計画の体系 

 

推進項目 取組事項 

１ 諸制度の周知 ① 仕事と生活の両立を支援する制度周知資料

の作成 

② 最新情報の提供 

③ 手引書の作成 

④ 諸制度等の相談・説明 

２ 意識啓発 ① 男女共同参画の視点に立った意識啓発 

３ 支援措置等 ① 子どもの看護休暇等の取得の促進 

② 短期介護休暇制度の導入の検討 

③ 人事異動についての配慮 

④ 新たな勤務形態の検討 

４ 妊娠中及び出産後における配

慮 

① 業務分担の見直し 

② 産前産後休暇取得時の代替要員の確保 

５ 子どもの出生時における父親

の休暇取得の推進 

① 特別休暇の取得拡大 

② 連続休暇を取得しやすい環境づくり 

６ 育児休業等を取得しやすい環

境づくり 

① 育児休業等の取得の促進 

② 男性職員の育児休業等の取得 

③ 育児休業等取得時の代替要員の確保 

④ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰

の支援 

⑤ 育児休業の取得に伴う処遇面での取り扱い 

⑥ 育児休業制度の拡充の検討 

⑦ 育児のための早出・遅出勤務制度の導入の検

討 

７ 時間外勤務の縮減 ① 時間外勤務縮減のための意識等 

② 一斉定時退庁日の設定の検討 

③ 事務の簡素・合理化の推進 

④ 職員の健康管理の充実 

⑤ 月６０時間を超える時間外勤務の抑制 

８ 年次有給休暇の取得促進 

 

① 年次休暇の計画的取得の促進 

② 業務予定の周知 

③ 連続休暇の取得の促進 

④ 休日に挟まれた日における会議等の自粛 

９ 子育てに関する地域貢献活

動の推進 

① 子どもの体験活動の支援 

② 「子ども参観日」の実施 

③ 職員厚生会事業の配慮 

④ 子育てバリアフリーの推進 

 



 - 5 -

第４ 具体的な取組事項 

 

１ 諸制度の周知 

   内容等 実施時期 

仕事と生活の両立を支援する制度の内容やその活用の在り方等について、職員

に周知を図ります。 

 

① 仕事と生活の両立を支援する制度周知資料の作成 

育児休業、母性保護、休暇、勤務時間、時間外勤務、共済組合による出

産費用の給付等の支援措置等の制度について、取りまとめた資料を作成し

て、職員に周知します。 

 

② 最新情報の提供 

グループウェア等により仕事と生活の両立を支援する制度の内容やその

活用の在り方等に関する最新の情報を提供します。 

 

③ 手引書の作成 

 所属長や各課等の庶務担当者が、仕事と生活の両立を支援する制度につ

いて、職員へ積極的な利用を働きかける際に使用できる手引書を作成し、

周知します。 

 

④ 諸制度等の相談・説明 

出産・子育てに関する制度や手続等について、職員の問い合わせ等に応

じて、個別に、相談・説明を行います。 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度

（継続） 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

２ 意識啓発 

   内容等 実施時期 

男女の固定的な性別役割分担意識等の解消を図り、仕事と家庭の両立支援にか

かる意識の啓発を行います。 

 

① 男女共同参画の視点に立った意識啓発 

情報提供や職員研修等において、男女の固定的な性別役割分担意識や職

場優先の意識等を解消し、仕事と家庭の両立支援についての意識の啓発を

行います。 

 

  固定的な性別役割分担意識等の例 

「子どもの面倒を見るのは母親の仕事だ。」 

「（男性職員は、）家庭よりも仕事を優先すべき。」 

「（男性職員は、）子どもの病気よりも仕事を優先すべき」 

 

 

 

２２年度 

（継続） 
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３ 支援措置等 

内容等 実施時期 

短期介護休暇制度の導入の検討等、仕事と家庭の両立のための支援措置等の充実

に努めていきます。 

 

① 子どもの看護休暇等の取得の促進 

子どもの病気等の際には、看護休暇（特別休暇）や年次休暇を活用して、

１００％休暇を取得できる職場の環境づくりに努めます。 

 

② 短期介護休暇制度の導入の検討 

平成２２年度から国に導入された、家族の介護を行う職員が要介護者の

通院への付き添い等に利用できる「短期介護休暇」制度の導入について検

討を進めます。 

 

③ 人事異動についての配慮 

育児休業等を取得している職員のいる職場の所属長から意見を聴取する

等、職員の子育ての状況に応じた配慮を行います。 

 

④ 新たな勤務形態の検討 

平成２０年度に育児短時間制度を導入する等、本市においても、国の公

務部門における勤務時間の弾力化・多様化の方策に準じて、各種制度を導

入しています。 

今後も、多様な勤務形態の導入等について、公務運営の維持に配慮した

上で、国、県、県内市等の導入状況を勘案しながら、検討を進めます。 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

４ 妊娠中及び出産後における配慮 

内容等 実施時期

妊娠中及び出産後を通じて母子の健康を適切に確保するため、次の取組みを行 

い、職場全体で母性保護及び母性健康管理に配慮します。 

 

① 業務分担の見直し 

職員が妊娠を申し出た場合に、所属長は職場内の仕事の分担の見直しを

行い、その職員の負担とならないよう母性の保護に努めます。 

また、特定の職員に負担がかかることのないよう配慮するとともに、妊

娠を申し出た職員の周囲の職員も、自ら業務の見直し等を積極的に行い、

妊娠中や出産後の職員への配慮を心掛けるものとします。 

  

 

 

 

２２年度 

（継続） 
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② 産前産後休暇取得時の代替要員の確保 

職員が産前産後休暇を取得する際には、職員が安心して休暇を取得でき

るよう、臨時職員等の採用により代替要員の確保に努めます。 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

５ 子どもの出生時における父親の休暇取得の推進 

内容等 実施時期

子どもの出生時における父親の育児参加を図るため、妻が出産する場合の特別休

暇等の取得を促進します。 

 

① 特別休暇の取得拡大 

妻が出産する場合の特別休暇は、「５日」となっています。 

平成２１年度の取得率は「１００％、平均取得日数３．７日」となって

います。今後も、特別休暇の取得の拡大に努めます。 

 

数値目標 

 平成２６年度における「妻が出産する場合の特別休暇」の 

取得率を１００％（平均取得日数４日以上）とします。 

 

② 連続休暇を取得しやすい環境づくり 

妻が出産する場合の特別休暇と年次休暇を合わせた連続休暇の取得を促

進します。 

所属長は、父親となる職員に連続休暇の取得を促すとともに、取得しや

すい職場の環境づくりに努めるものとします。 

 

数値目標 

 平成２６年度における「妻が出産する場合の特別休暇」と 

年次休暇の連続休暇日数を平均取得日数５日以上とします。 

 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 
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６ 育児休業等を取得しやすい環境づくり 

内容等 実施時期

育児休業及び部分休業に対する職員の意識改革を進めるため、育児休業等の取得

しやすい環境づくりを進めます。 

 

① 育児休業等の取得の促進 

所属長は、母親や父親となる職員の育児休業等の予定を事前に把握す

るとともに、育児休業及び部分休業の取得を予定していない職員につい

ては、取得を促し、育児休業等の取得の促進を図ります。 

 

② 男性職員の育児休業等の取得 

本市に限らず、全国的にも男性職員の育児休業及び部分休業の取得率

は、低い水準にあります。 

男性職員の育児休業等の取得促進を図るため、父親となる職員に育児

休業及び部分休業の取得を促します。 

特に、母親の産後８週間は、父親が育児休業を取得することができ 

る職場の環境づくりに努めるものとします   

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

 

 

③ 育児休業等取得時の代替要員の確保 

職員が育児休業及び部分休業を取得する際には、職員が安心して休暇

を取得できるよう、臨時職員等の採用により代替要員の確保に努めます。

 

④ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業中は、職場の情報が途絶えることになり、復帰に際しての障

害となる可能性があります。 

スムーズな職場復帰が出来るよう休業中の職員に職場や業務の状況に

ついて、随時、情報提供を行う等、職員の復帰を職場全体でサポートし

ていくものとします。 

 

⑤ 育児休業の取得に伴う処遇面での取り扱い 

育児休業の取得に伴う任用及び昇給等の処遇面での不利な取り扱いが

ないよう配慮します。 

 

⑥ 育児休業制度の拡充の検討 

国では、男性職員の育児休業取得率を向上させ、仕事と生活の調和を

推進していくため、平成２２年６月３０日から、次のとおり、育児休業

制度の拡充が行われます。 

ア 配偶者が育児休業等をしている職員が育児休業等を取得すること

できる。 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

２３年度 

（新規） 
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イ 子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした場合に再 

度、当該子について、再度の育児休業等を取得することができる。 

    

本市においても、仕事と生活の調和を推進するため、男性職員の育児

休業取得率の向上を図る当該制度の拡充について、検討を進めます。 

 

数値目標 

 上記①～⑤の取り組みを通じて、平成２６年度における 

育児休業等の取得率を次のとおりとします。 

男性職員５％以上 女性職員１００％   

 

⑦ 育児のための早出・遅出勤務制度の導入の検討 

   フルタイムでの勤務を継続しながら、保育所等への送迎を家族等で担

うことを容易にする早出・遅出勤務制度は、職員の子育てを支援する制

度の一つとして、国等では既に導入されている制度であることから、本

市においても同制度の導入について、検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

 

７ 時間外勤務の縮減 

内容等 実施時期

育児を行う職員の深夜勤務・時間外勤務の制限措置等を周知するとともに、

その活用を促します。 

また、今後も、一層の時間外勤務の縮減に向け、取組みを進めます。 

 

① 時間外勤務縮減のための意識啓発等 

所属長は、職員の時間外勤務の状況等を的確に把握した上で、個々の

職員に対する事務事業の平準化を行う等、時間外勤務の縮減に努めるも

のとします。 

 

② 一斉定時退庁日の設定の検討 

定時退庁を促すための「定時退庁日」の設定を検討します。 

 

③ 事務の簡素・合理化の推進 

経済社会の変化に対応して新規業務が生じる中で、時間外勤務を縮減

するために、既存業務について廃止・合理化等の見直しを行い、事務の

簡素・合理化を推進します。 

   

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

２２年度 

（継続） 
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④ 職員の健康管理の充実 

  ア メンタルヘルス研修の実施等  

メンタルヘルス研修を実施する等職員の健康増進に関する意識の向

上を図ります。 

 

イ 長期間の時間外勤務を行っている職員の健康に対する配慮 

    所属長は、長期間の時間外勤務を行っている職員の健康に、配慮す

るものとします。 

 

⑤ 月６０時間を超える時間外勤務の抑制 

   職員の健康管理を図るため、月６０時間を超える時間外勤務をしない

よう努めます。 

 

 

数値目標 

上記①～⑤の取り組みを通じて、平成２６年度における 

時間外勤務の総時間数を１９，１００時間以内（病院会計を 

除く。）（平成２１年度対比１０％削減）とします。 

 

参考 平成２１年度の時間外勤務の総時間数 

（病院会計を除く。） 

総時間数 ２１，１７５時間 

 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

 

 

  

８ 年次有給休暇の取得の促進 

内容等 実施時期

本市職員の年次有給休暇の取得率は、「計画（前期）」の計画期間の前年（平

成１７年）で８.３日（２１.１）％でした。 

「計画（前期）」から年次有給休暇の取得促進に努めた結果、平成２１年に

は８．７日（２２.１％）と０.４日増加しました。 

今後も、計画的な年次有給休暇の取得を促進する取組みを進めます。 

 

① 年次休暇の計画的取得の促進 

所属長は、個々の職員の年次有給休暇の取得状況を定期的に把握し、

取得日数の少ない職員に同休暇の取得を促す等、年次有給休暇の計画的

取得の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 
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② 業務予定の周知 

  所属長は、年次有給休暇を取得しやすくするため、所属職員に対し、

職場全体の業務予定を周知します。 

 

③ 連続休暇の取得の促進 

ゴールデンウィーク期間の前後における休暇の取得、月曜日・金曜日

と休日を組み合わせた休暇の取得等により、連続休暇の取得を促進しま

す。 

 

④ 休日に挟まれた日における会議等の自粛 

各所属長は、連続した休暇を取得するため、休日に挟まれた日におけ

る会議等の自粛に努めます。 

 

 

数値目標 

 上記①～⑤の取り組みを通じて、平成２６年度までに職員の年 

次有給休暇の平均取得日数を、１０日（５０％）以上とします。 

 特に、小学校就学前の子どもを子育て中の職員の年次有給休暇 

の平均取得日数を、１６日（８０％）以上とします。 

 

 

参考 平成２１年の小学校就学前の子どもを子育て中の職員の 

年次有給休暇の平均取得日数 １２日（６０％） 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

  

９ 子育てに関する地域貢献活動の推進 

内容等 実施時期

子どもの豊かな人間性を育むための次世代育成支援対策について、以下の取

組みを推進します。 

 

① 子どもの体験活動の支援 

小学校等との連携を図り、職員が働いている状況を見学できる「社会

科見学」や、子どもが施設等で実際に市の業務を体験することのできる

「職場体験」を、今後も、引き続き実施し、子どもの多様な体験活動等

の機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 
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② 「子ども参観日」の実施 

  保護者である職員と子どものふれあう機会を充実させ、心豊かな子ど

もを育むため、職員の子どもに保護者が働いてるところを実際に見るこ

とができる「子ども参観日」を、今後も、引き続き実施します。 

 

③ 職員厚生会事業の配慮 

職員で構成する職員厚生会のレクリエーション事業の実施に当たって

は、職員だけではなく、子どもを含めた家族が参加できる事業を実施し、

保護者である職員と子どものふれあう機会を充実します。 

 

④ 子育てバリアフリーの推進 

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、職員が親切、丁寧に

応対するソフト面でのバリアフリーに取り組みます。 

 

  また、各種施設において利用者等の実情を勘案して、授乳室やベビー

ベッドの設置等の検討を進めます。 

 

２２年度 

（継続） 

 

 

 

２２年度 

（新規） 

 

 

 

 

２２年度 

（継続） 

 

２２年度 

（継続） 
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第５ 終わりに 

 

  この計画は、市長、議長、代表監査委員、教育委員会、農業委員会が共同して策

定しました。   

  

この計画を着実に実行することによって、仕事と子育ての両立を実現し、「出産・

子育てに理解のある働きやすい職場」の実現ができることを期待します。 

 

  
 


